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資料３



2040年の税制？
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2040年の日本？
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現状

雇用 一社（一雇用主）で働く

所得税 源泉徴収と年末調整

経済取引 Ｂ (事業者）to Ｃ（消費者）
消費税 課税事業者は納税

2040年
雇用 雇用的自営・フリーランス

所得税 個人が確定申告（マイナポータ
ルと記入済み申告書）

経済取引 Ｃ（消費者）to Ｃ（消費者）
消費税 消費者のリバース・チャージ

雇用の流動化・多様化
経済のデジタル化

課税（徴税）ポイント
＝企業・事業者

課税（徴税）ポイント
＝個人・家計
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出所：政府税制調査会
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所得課税の見直し

• 再分配機能の強化＝所得控除から税額控除へ
給付への所得情報の活用⇒所得捕捉のパラダイムシフト

• 働き方に中立・公平な税制＝所得区分の見直し、事業所得への概算控除の適用など

• 世代間格差・若年世代の資産形成＝金融所得課税の見直し

• 税制の簡素化・業務改革＝所得課税ベースの統一・住民税の現年所得課税
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所得情報
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公共財としての所得情報

所得捕捉のパラダイムシフトが必要

課税のための捕捉に加えて適正な給付のための所得捕捉

課題＝従前、課税最低限以下の所得については十分に捕捉されていない

例：簡素な給付措置＝非課税世帯への一律給付になる

きめ細く、かつ適正な給付を実施するためにも、低所得者の正しい所得情報が不可欠

ユニバーサルクレジットへの支援＝英国リアル情報システム構築の狙いの一つ

所得情報は課税だけではなく、給付・社会保険料等、他の制度でも活用される「公共財」

経済価値としての所得（＝控除前の所得）を共有

所得＝収入ー必要経費
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「公共財」としての所得情報

• 従前＝（高所得者を対象に）課税のための所得情報
⇒パラダイムシフト＝控除・給付のためにも所得情報が必要

所得＝収入ー必要経費（概算）

給付・保険料免除等の基準に活用

所得の定義の統一（国税・地方税、社会保険料、給付等）

（税額）控除額は国税・地方税、社会保険料で独自に設定

配偶者控除の見直し

新たな控除（夫婦控除）に所得制限？⇒誰の所得？
夫婦合算所得？
納税者（夫）・配偶者（妻）ごとに所得制限？

⇒世帯所得が同じでも夫婦控除で異なった扱い（上図）

リアルタイム情報システム
所得捕捉の迅速化
給付のための所得情報
「税のデジタル化」
納税環境の整備

参考：英国

改革

再分配機能の強化

課税だけで再分配は完結しない
⇒低所得者への移転（給付・控除）が必須

所得水準の正確・迅速な把握が必要
所得の合算等

所得情報
＝公共財
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所得情報≠課税情報
非課税世帯の所得を含む
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平部康子「イギリスにおける社会保障給付と財源の統合化」
海外社会保障研究Summer2012 No.179

参考：ユニバーサルクレジット≠ベーシックインカム

• 未就労者の場合、ユニバーサルクレ
ジットの受給には求職活動等、「条件」

（Conditionality)が課されている

条件を満たさなければペナルティーあり

現行のミーンズテスト給付を統一

• ベーシックインカム＝就労の如何によら
ず一定の所得を補償

異なる給付制度の統一＝簡素化を図っ

ている面では同じ
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所得税改革
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改革の方向感

所得税の再分配機能の強化

再分配の方向

若い世代を含む低所得層、子育て世帯

「これから家族を形成しようとする若い世代への配慮」 （政府税制調査会（平成26 年11 月７日）
再分配の重点化

「優先度の低くなった配慮措置を見直し、真に支援が必要な世帯への配慮に重点化」（政府税制調
査会（平成26 年11 月７日））

経済成長と再分配の両立

成長の担い手への支援

「将来の成長の担い手である若い世代に光を当てることにより経済成長の社会基盤を再構築する」
（基本方針2015）
「働き方の選択に対して中立的な税制の構築」（政府税制調査会（平成26 年11 月７日））
高齢者・女性の就労促進など
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平成30年度税制改正
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所得控除から税額控除へ

再分配分配機能の観点から所得控除を税額控除化

減税額（控除額）は所得水準に関わらず一定

所得控除に最低税率を適用（カナダ方式）

税額控除＝最低税率＊所得控除額

所得控除額＝税額控除額の「裏付け」＝控除の対象となる
所得金額

個人の属性（家族構成等）を反映した控除が可能

留意点：控除の体系が複雑にならないよう既存の所得控除
等の縮減・再整理が前提
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参考：消失型控除へ？

所得控除の通念＝「所得のうち本人およびその

家族の最低限の生活を維持するのに必要な部
分は担税力をもたない」（＝主観的担税力）

所得＝担税力≠経済価値

⇒所得控除の延長上の見直し

平成29年度税制改正

配偶者特別控除の拡充（控除38万円の上限を
103万円から150万円に引き上げ）と合わせて、
納税者本人に収入制限を設定

給与収入（合計所得金額）が 1,120万円（900万
円）を超える場合、控除額が逓減・消失

基礎控除
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参考：給与所得控除

• 手厚い給与所得が所得税の①財源調達機能と②再分
配機能を損ねてきた

給与所得控除の二つの性格

必要経費の概算控除

「他の所得」とのバランス⇒クロヨン問題？＝給与所
得控除の削減を困難に

概算控除としての給与所得控除

概算の基準⇒控除に上限を課す根拠は？

特定支出控除の実額控除の拡充⇒控除の対象支出
は？

• 生活上の必要経費全般？⇒所得税のレント課税化
• 教育関係支出⇒ 人的資本課税としての所得税
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平成30年度税制改正



所得税と働き方改革
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問題意識

• 個人所得課税について、現行制度は、特定の働き方等による収入にのみ手厚い「所得計算上の
控除」を認める仕組みとなっており、実質的に給与所得者と同じような境遇にある「雇用的自営」
等、多様な働き方の拡大を想定していない制度となっている。働き方の多様化を踏まえ、様々な
形で働く人をあまねく応援する仕組みを構築するこ とが重要である。

• 「雇用的自営」や副業を希望する者は増加しており、今後、さらなるＩＣＴ化の進展等により、働き
方が一層多様化すると見込まれることや世代内・世代間の公平性を確保する必要性を踏まえれ
ば、現行の所得分類による税制上の取扱いの差を解消することが、重要になるものと考えられる

政府税制調査会（2017）「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」
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実効税率

定義 誘因効果

法人税の場合

限界実効税率 所得税・住民税の限界税率＋社会保険料率
＋控除・給付の削減率

労働時間 投資選択

平均実効税率 （所得税＋社会保険料－税額控除等＋就労
で資格を喪失する給付）÷稼得収入

就労の有無 立地選択

可処分所得

稼得収入

予算線

１－限界実効税率

１－平均実効税率

例：400万円
0

就労していな
いときの給付

就労による可
処分所得増

制度的に決定
≠実績ベース
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正規対非正規（フリーランス）

正規 雇用的自営（フリーランス）

経費控除 給与所得控除（概算控除） 実額控除

社会保険 厚生年金
健康保険組合・協会けんぽ

国民年金
国民健康保険

実効税率
（限界・平均）

実効税率（限界・平均）の差異
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試算の前提

• 家族構成＝配偶者・子ども一人
配偶者の収入は100万円未満（住民税非課税）
子どもは4歳（児童手当の適用あり）

• 雇用的自営
経費は実額控除（給与所得控除は適用されない）

国民年金・国民健康保険に加入

• 実効税率

限界実効税率＝所得税率＋住民税ー控除率
＋社会保険料率ー保険料減免率＋給付削減
率

平均実効税率＝（所得税＋住民税＋社会保険
料ー給付）÷収入

給付（補助）＝市場価格ー利用者負担

社会保険料＝労働者負担分

24
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家族構成：

本人・専業主婦・子ども一人（4歳）
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• 水平的不公平
• 労働参加の意欲を阻害
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• 労働時間を増やす意
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• 意図せず（？）限界実
効税率を高くする



其の1：所得区分の見直し

• 新しい自営業の登場

フリーランス＝雇用的自営

• 現行制度ではフリーランス等の所得は事業所得
に分類

給与所得＝経費の概算控除（給与所得控除）

事業所得＝実費控除

経費 控除

明細等あり 実額控除（特定支出控除の拡充）

明細等なし 概算控除（給与所得控除の相当）

給与所得と事
業所得の統合
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参考：「伝統的自営」対「雇用的自営」（フリーランス）

• 英国ユニバーサルクレジット

自営業者の場合＝みなし所得（最低所得フロア）に応じた給
付

最低所得フロア＝最低賃金＊みなし労働時間

実際の所得が最低所得フロア以下であっても、最低所得フロ
ア＊65％分、給付は削減

• 二元的所得税

個人事業主の所得を事業所得と労働所得に分離⇒概査課
税＝資本所得課税

• 課税と給付の一体化

支払いの頻度と基準＝月ベース・前月の収入・家族構成に応
じる

HMRC のリアルタイム情報の活用（2013－2014年に導入）
28

伝統的自営 雇用的自営

収入 自己申告

⇒

みなし課税＝収
入・経費とも概算？

• 支払い段階で源
泉徴収

• マイナンバーで収
入の合算

経費 改革案＝実費控除と
概査控除の選択

確定申告 青色申告が選択肢⇒信頼度？？



其の２：所得の定義の統一

課税対象の所得の統一＝同じ所得情報・所得定義に基づく個人住民税（所得割）の課税、社会保険料
の設定も視野に

税額控除等は個人住民税、社会保険料が独自に設定

税額（保険料）＝税率関数（所得）－税額控除等

• 個人が確定申告することを前提にした税制の簡素化＝「働き方の多様化に伴い、今後、申告手続に不
慣れな給与所得者も副業・兼業に係る申告を行うこととなるなど、税務手続を行う者の増加・多様化が
見込まれる。このため、ＩＣＴの更なる活用等を通じて、誰しもが簡便・正確に申告等を行うことができ
る利便性の高い納税環境の実現を目指すことが必要と考えられる。」（政府税制調査会（2017））

所得情報は課税だけではなく、給付・社会保険料等、他の制度でも活用される「公共財」

経済価値としての所得（＝控除前の所得）を共有

きめ細く、かつ適正な給付を実施するためにも、低所得者の正しい所得情報が不可欠

現行＝前年所得に拠る保険料減免・給付⇒所得の最新情報の反映（英国：リアル情報システム）
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出所：大和総研（2010年3月） 30



参考：用途で異なる所得

• 課税所得（国税≠地方税）⇒人的控除等の違い

• 総所得金額等

• 旧ただし書き所得 ＝ 総所得金額等－ 住民税基礎控除
額（33万円）

⇒保険料減免等の基準

総所得金額等＝前年の総所得金額および山林所得金額、
株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計

退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しない。

• 課税のための所得≠給付等のための所得

⇒住民税の非課税限度額に影響？

31

非課税限度額

均等割
（一級地）

35万円＊（本人＋控除対象配
偶者＋扶養控除）＋21万円

所得割 35万円＊（本人＋控除対象配
偶者＋扶養親族）＋32万円

・前年総所得金額等が以下の金額のとき住民税
（均等割・所得割）は非課税

人的控除等（基礎控除、配偶者控除、
扶養者控除など）



改革：新しい所得課税体系

所得（給与・年金
事業所得等）
＝収入ー必要経費

累進課税（国税）

税額控除額（国税分） 国税の最低税率

地方税率

社会保険料（税）

最低税率
（合計）

税額控除額
（地方分）

限界税率（合計）

32

マイナスの課税＝
は給付もしくは社会
保険料から控除



金融課税
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金融所得課税の強化

金融所得（配当・利子、譲渡益）課税の強化（税率
の引き上げ：現行20％⇒25％）？

課題１＝勤労（若年）世代の資産形成の支援

課題２＝「貯蓄から投資」を阻害？

利子所得を含む損益通算＝金融課税の一体化が
前提

新しい貯蓄の喚起＝勤労所得からの少額貯蓄
（預金のほか、投資を含む）への非課税措置（NISA
の拡充・恒久化）

例：ＩＲＡ（米国）・ＲＲＳＰ（カナダ）

新しい資本（貯蓄）と古い資本（貯蓄）の区別・・・

34

出所：政府税制調査会
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損益通算してもなお控
除しきれない損失の金
額については、翌年以
後3年間にわたり、確定
申告により繰越可



金融所得（資産）課税の改革

課税 参考

新しい資本＝新規貯蓄
（資産形成） 年間一定額までの貯蓄について非課

税枠
ＥＥＴかＴＥＥは納税者が選択？

勤労世代の資産形成を支援
制度の整理が前提

金融所得課税の一体化＝損益通算の
拡大

リスクシェアによる危険投資の
喚起
貯蓄から投資へ古い資本＝既存の貯蓄

資産課税の強化
所得税率の引き上げ（20％
⇒25％）

金融資産課税？

オランダ・ボックスタックス

金融資産のみなし収益率
（4％）に対して課税（税率
30％）

37



参考：オランダのボックスタックス

38

対象 税率構造

ボックス１ 勤労所得及び主たる住宅の所有に伴う所得

給与、年金、事業収入、帰属家賃（居住用住
宅）

税率は累進税率（国民社会保
険料率を含む）

33.65％～52％
ボックス２ 大口持分株式（発行済株式数の５％以上保

有）からの資本所得
25％の比例税率

ボックス３ 所得 貯蓄と投資から生じる所得
銀行口座の預金残高、投資目的不動産、
ボックス２所得以外の株式保有等を対象

年間平均純資産額の４％を課
税所得とみなして課税
税率は 30％

⇒税率1.2％の金融資産税



政府税制調査会（平成28年11月14日）
「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」

• 公的年金の給付水準について中長期的な調整が行われていく見込みとなっている中、公的年
金の役割を補完する観点からも、老後の生活に備えるための個人の自助努力を支援する必要
性が増している。こうした自助努力に関連する制度としては、現在の企業年金・個人年金等に
関連する諸制度や、勤労者財産形成年金貯蓄やいわゆるＮＩＳＡなどの金融所得に対する非課
税制度が存在する。これらの制度については、就労形態や勤務先企業によって、また、投資対
象となる金融商品によって、利用できる制度が細分化されており、税制上受けられる支援の大
きさも異なっている。

• 老後の生活に備えるための個人の自助努力を支援する観点からは、個人の働き方やライフ
コースに影響されない公平な制度を構築していくことが重要である。他方、企業が設けている福
利厚生制度も含め既に様々な制度が存在している中、多くの納税者が長期的な観点から資産
運用や生活設計を行っていることにも留意しつつ、社会保障制度等の関連する政策との連携を
含めた総合的な対応を検討する必要がある。
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金融所得課税強化の前提

41

課題 対応

リスク投資を阻害 損益通算の拡大
利子所得を含む（銀行口座への付番が前提）
繰越期間の延長（現行：3年）

勤労（若年）世代の資産形成を阻害 勤労世代を対象にした非課税貯蓄枠の拡大
ＴＥＥとＥＥＴ（いずれも運用は非課税）

金融所得への累進課税？
⇒譲渡益の一時所得的な性格（ＩＰＯなど）、実現のタイミングの裁量性（ロックイン効果）、
（限界税率の違いによる）損失時の課税との非対称性から好ましくない



税制と業務改革
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個人住民税の現年課税へ

• 現行＝住民税（所得割）は前年所得課税＋自治体によ
る徴収

地方分権の本旨に即する？

• 現場では大きな業務負担

⇒業務改革としての所得課税の徴収一元化

例：カナダの連邦・州所得税

課税ベース＝前年所得から現年所得へ

課税形式＝賦課課税から申告（源泉徴収）課税へ

徴税技術＝ＩＣＴを活用

⇒徴税コスト・納税コストの緩和

43

雇用主

被用者

課税後所得

源泉徴収

課税システム

所得税 住民税

自治体へは概算払い
＋翌年清算も選択肢



44出所：総務省資料



市民税業務

45

出所：町田市自治体間ベンチマーキングシンポジウム



参考：政策から業務へ

• 事務事業＝評価・予算の最小単位
⇒現場が意識するのは「業務」

学者が意識するのは「政策」

• 業務の見直しによる事務事業の効率化
例：ＩＣＴ化・民間委託、標準化

課題＝現場で改革を「自分事」に

出所：総務省資料

参考：政策体系

事務事業（例：体育施
設管理）のフルコスト

業務の見直しに
よるコスト（人員
を含む）の節減



47出所：町田市自治体間ベンチマーキングシンポジウム



48出所：町田市自治体間ベンチマーキングシンポジウム



49出所：町田市自治体間ベンチマーキングシンポジウム



所得課税徴収の一元化

• 所得課税徴収の一元化＝住民税（所得割）の現年所得化

納税者（源泉徴収者）＝納税が一か所に

地方自治体＝徴税に係る業務の軽減⇒人員の節約・労働時間の短縮に繋がる

現行：賦課課税＝自治体に責任⇒現年所得：申告課税＝納税者に責任

外国人等住民の流動性に対応

所得が生じる現年に課税することで、取りはぐれが減少

現行：翌年に納税者が帰国、転居、転職（＝源泉徴収事業者の変更）等をしていると適正な課税が困難に
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参考：中央決算システム（Centralized deduction）
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課税庁（国税庁）

雇用主 被用者中央決算
システム

税・社会保険料
等の支払い

国税 地方税

雇用主から提供される被用者の情
報（扶養家族の有無など）をベース
に課税額・給付額を算出
⇒支払い時に徴収・給付

勤労税額控
除等の給付

賃金払い 可処分所得

プラットフォームとしての
中央決算システム

例：英国のリアルタイム
情報システム改革案

社会保障基金

源泉徴収の責任・徴収のタ
タイミングの転換

源泉徴収からＣＤへ


